
【概要版】



2 

社会構造の変化・行政の課題  
人口減少、少子高齢化や高度情報化社会の進展など社会構造が大きく変化しており、こ

れに伴い、佐倉市においても様々な課題が顕在化しています。 

行政の主な課題に対し、地域の実情を踏まえ、スピーディに対応を図ることが必要です。    
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

行政の主な課題に対応するため、前期基本計画期間内に重点的・分野横断的に取り組む

目標として、４つの重点目標を掲げています。（７頁に記載） 

  



3 

  

基本構想（2020 年度～2031 年度）では、佐倉市が「目指すべきまちの姿」である将来

都市像と、それに向けたまちづくりの基本方針を示しています。 

佐倉市の将来都市像 

佐倉市は、「歴史」、「自然」、「文化」という誇るべき特性を有しています。これらの特性

を活かし、市民が主体となって、更なるまちの発展を目指すため、佐倉市の今後 12 年間で

実現を目指すまちの姿、将来都市像を次のように定めます。     
 

 

 

～将来都市像に込めた思い～ 

「「笑笑顔顔輝輝きき」」ととはは…………「住民福祉の増進」や「幸せの象徴」 

「「佐佐倉倉咲咲くく」」ととはは…………「市の地域性、独自性の発揮」 

「「みみんんななでで創創ろろうう」」ととはは…………「市民協働」や「連携」 

「「健健康康・・安安心心・・未未来来都都市市」」ととはは…………「高齢化等への対応」や「まちづくりの基礎、基盤づ

くり」、「変化する社会情勢にいち早く対応し、未来にわたり適応し続けられるまち」 

 

まちづくりの基本方針 

佐倉市が将来都市像を実現するために、次の５つの分野をまちづくりの基本方針として

定め、効率的かつ効果的に各分野の施策を推進していきます。  
（１）ともに支え合い誰もがいきいきと暮らせるまち（福祉・健康・子育て）   
（２）人と自然が調和した安心して暮らせるまち（都市基盤・住環境）  
（３）地域の資源を活かした活力と賑わいのあるまち（産業・観光・文化）  
（４）豊かな心を育み 笑顔あふれるまち（教育）  
（５）市民とともに創る 多様性のある 持続可能なまち（市民参加・自治体運営） 
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計画の体系 

前期基本計画（2020 年度～2023 年度）では、基本構想のもと、次の体系により施策の

推進を図ります。  
〈〈将将来来都都市市像像〉〉      〈〈５５つつののままちちづづくくりりのの基基本本方方針針〉〉        〈〈基基本本施施策策〉〉  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   
2 ⼈と⾃然が調和した安⼼して 

暮らせるまち 

（都市基盤・住環境） 

１ ともに⽀え合い誰もがいきいき 

と暮らせるまち 

（福祉・健康・⼦育て） 

 

３ 地域の資源を活かした活⼒と 

賑わいのあるまち 

（産業・観光・⽂化） 

4 豊かな⼼を育み 笑顔あふれる 

まち（教育） 

５ 市⺠とともに創る多様性の 

ある持続可能なまち 

（市⺠参加・⾃治体運営） 

 

1 地域福祉 

2 ⼦育て⽀援 

3 ⾼齢者福祉 

4 障害者福祉 

5 健康づくり 

笑
顔
輝
き 

佐
倉
咲
く 

み
ん
な
で
創
ろ
う
「
健
康
・
安
心
・
未
来
都
市
」

 

 

1 都市計画・公共交通 

2 住宅・住環境 

3 道路環境 

4 公園・緑地整備 

5 上下⽔道 

6 消防・防災 

7 防犯・交通安全 

8 市⺠相談・結婚⽀援 

9 環境保全 

 

1 商⼯業振興 

2 農業振興 

3 観光振興 

4 ⽂化・芸術振興 

 

1 学校教育 

2 教育環境 

3 ⽣涯学習 

4 ⻘少年健全育成 

5 スポーツ振興 

6 ⾼等教育機関等との連携 

 

1 コミュニティ 

2 平和・国際化 

3 情報発信・共有、広聴 

4 ⼈権・男⼥平等参画 

5 ⾏財政運営 

6 資産管理 
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１ ともに⽀え合い誰もがいきいきと暮らせるまち（福祉・健康・⼦育て） 

〈〈基基本本施施策策〉〉  〈〈施施策策〉〉  

1 地域福祉 

地域の住⺠がともに⽀え合うまちづくりを推進します 

⽣活困窮者の相談・⽀援を⾏います 

2 ⼦育て⽀援 

相談・交流の場を充実し、妊娠・出産・育児期に係る切れ目のない⽀援を⾏います 

⼦育てに係る経済的負担を軽減します 

児童虐待の防止を図ります 

保育の受け皿確保、⼦どもたちが健やかに育つ環境の整備を図ります 

3 高齢者福祉 

住み慣れた地域での包括的な⽀援体制を整備します 

⽣きがいづくりへの⽀援を推進します 

介護予防を推進します 

認知症施策を推進します 

介護保険運営の安定化を図ります 

4 障害者福祉 

障害に対する理解を促進します 

障害福祉サービスを充実します 

5 健康づくり 

市⺠の健康づくりを推進します 

⽣活習慣病の予防、がんの早期発⾒を図ります 

地域医療の充実を図ります 

医療費の適正化を図ります 

 

2 ⼈と⾃然が調和した安⼼して暮らせるまち（都市基盤・住環境） 

〈〈基基本本施施策策〉〉 〈〈施施策策〉〉 

1 都市計画・ 

公共交通 

都市と農村が共⽣するまちづくりを計画的に推進します 

持続可能な公共交通網の形成を推進します 

景観形成による愛着と誇りを持てるまちづくりを推進します 

2 住宅・住環境 

価値の持続する住宅の整備を推進します 

良好な住環境の整備を推進します 

適正な建築⾏政を推進します 

3 道路環境 

快適な道路の整備を推進します 

安全・安心な道路環境を保全します 

4 公園・緑地整備 

市⺠の憩いの場の充実・活用を推進します 

身近な緑が適正に管理されたまちを創ります 

5 上下水道 

経営と施設の健全性、持続性を確保します 

雨⽔排⽔施設を適正に管理し浸⽔被害の軽減に努めます 

6 消防・防災 

地域における消防⼒の充実を図ります 

消防体制の整備を図ります 

防災に関する知識・意識の普及を図ります 

災害に備えた体制を整備します 

7 防犯・交通安全 
犯罪の抑止を図ります 

交通安全対策を推進します 

8 市⺠相談・ 

結婚⽀援 

市⺠相談への適切な⽀援を推進します 

安全な消費⽣活を守ります 

結婚⽀援を推進します 

9 環境保全 

豊かな自然環境を保全します 

ごみの減量化・資源化を推進します 

⽣活環境の保全を図ります 

地球温暖化対策を推進します 
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３ 地域の資源を活かした活⼒と賑わいのあるまち（産業・観光・⽂化） 

〈〈基基本本施施策策〉〉 〈〈施施策策〉〉 

1 商工業振興 

企業の競争⼒向上に向けた取組を⽀援します 

企業誘致を進めるとともに、創業及び事業承継を推進します 

多様な⼈材の就業を⽀援します 

2 農業振興 

競争⼒のある農林⽔産業を推進します 

美しく活⼒のある農村社会にします 

3 観光振興 

観光客の来訪や消費を喚起する取組を推進します 

商品造成や営業活動の強化、情報発信の充実を図ります 

4 ⽂化・芸術振興 

歴史・⽂化資産を保全・活用します 

芸術⽂化の普及を推進します 

 

４ 豊かな⼼を育み 笑顔あふれるまち（教育） 

〈〈基基本本施施策策〉〉 〈〈施施策策〉〉 

1 学校教育 

学⼒向上・学習内容の充実に取り組みます 

豊かな⼈間性を育む教育に取り組みます 

2 教育環境 

良好な学習環境を整備します 

地域に開かれた学校運営を⾏います 

安心して学校に通える環境を提供します 

3 生涯学習 

市⺠の⽣涯学習を推進します 

⽣涯学習の環境を整備します 

4 ⻘少年健全育成 

⻘少年の健全育成に取り組みます 

地域とのふれあいを増やします 

5 スポーツ振興 

スポーツを楽しむ機会を提供します 

スポーツ施設を提供します 

6 高等教育機関等 
との連携 

⾼等教育機関等との連携・協⼒を推進します 

 

５ 市⺠とともに創る 多様性のある 持続可能なまち（市⺠参加・⾃治体運営） 

〈〈基基本本施施策策〉〉 〈〈施施策策〉〉 

1 コミュニティ 
地域における市⺠活動を⽀援します 

コミュニティの活動拠点の整備⽀援・利用促進を⾏います 

2 平和・国際化 
平和の尊さを啓発し、恒久平和に向けた世界の取組と連携します 

多⽂化が共⽣できる地域づくりを推進します 

3 情報発信・ 
共有、広聴 

シティプロモーションの視点による情報発信・情報提供の充実を図ります 

市⺠意⾒を集約し、効果的な市政への反映を目指します 

4 ⼈権・ 

男⼥平等参画 

⼈権を尊重する意識の醸成を⾏います 

あらゆる場における男⼥平等参画を推進します 

性差によるあらゆる暴⼒の根絶を目指します 

5 ⾏財政運営 

⼈事管理の適正化を推進します 

健全で持続可能な⾏財政運営を推進します 

税の公平、公正、効率的賦課と収⼊率向上を目指します 

⾏政⼿続の簡素化と利便性の向上を図ります 

6 資産管理 
公共施設の適切な保全を⾏います 

公有財産の効果的・効率的な活用を図ります 
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重点目標及び重点施策 

本格的な少子高齢化が進み、生産年齢人口が減少する中、中長期的に、市勢を発展させ

ていくためには、戦略的にまちづくりを進めていく必要があります。 

重点目標に掲げた施策を優先的・重点的に実施することにより、計画全体の着実な推進

を先導していきます。 

重重点点目目標標１１  市市民民協協働働のの加加速速化化、、持持続続可可能能ななままちちづづくくりり  

重点施策 関連する施策 関連する基本施策 

((11))地地域域活活動動のの活活性性化化  
地域の住民がともに支え合うまちづくりを推進し
ます 

1-1 地域福祉 

地域における市民活動を支援します 5-1 コミュニティ 
((22))担担いい手手育育成成  市民の生涯学習を推進します 4-3 生涯学習 

((33))産産官官学学連連携携のの促促進進  

企業誘致を進めるとともに、創業及び事業承継を
推進します 

3-1 商工業振興 

高等教育機関等との連携・協力を推進します 
4-6 高等教育機関

等との連携 
((44))組組織織体体制制のの見見直直しし  人事管理の適正化を推進します 5-5 行財政運営 

重重点点目目標標２２  健健康康寿寿命命のの延延伸伸・・生生涯涯活活躍躍のの場場のの創創出出  

重点施策 関連する施策 関連する基本施策 

((11))健健康康寿寿命命のの延延伸伸  

住み慣れた地域での包括的な支援体制を整備しま
す 等 

1-3 高齢者福祉 

市民の健康づくりを推進します 等 1-5 健康づくり 
スポーツを楽しむ機会を提供します 4-5 スポーツ振興 

((22))活活躍躍のの場場のの創創出出  
生きがいづくりへの支援を推進します 1-3 高齢者福祉 
多様な人材の就業を支援します 3-1 商工業振興 
市民の生涯学習を推進します 4-3 生涯学習 

重重点点目目標標３３  子子育育てて世世代代のの流流入入・・定定住住促促進進、、子子育育てて支支援援施施策策等等のの維維持持拡拡充充  

重点施策 関連する施策 関連する基本施策 

((11))子子育育ててししややすすいい  
ままちちのの実実現現  

相談・交流の場を充実し、妊娠・出産・育児期に係
る切れ目のない支援を行います 等 

1-2 子育て支援 

((22))子子どどもものの才才能能のの開開花花  学力向上・学習内容の充実に取り組みます 等 4-1 学校教育 

((33))市市内内雇雇用用のの拡拡大大、、  
就就業業支支援援  

企業誘致を進めるとともに、創業及び事業承継を
推進します 等 

3-1 商工業振興 

競争力のある農林水産業を推進します 3-2 農業振興 

((44))転転入入促促進進  
価値の持続する住宅の整備を推進します 等 
豊かな自然環境を保全します 

2-2 住宅・住環境 
2-9 環境保全 

((55))ままちちのの魅魅力力発発信信  
シティプロモーションの視点による情報発信・情
報提供の充実を図ります 

5-3 情報発信・ 
共有、広聴 

重重点点目目標標４４  計計画画的的なな施施設設・・イインンフフララ整整備備のの推推進進、、持持続続可可能能なな財財政政運運営営  

重点施策 関連する施策 関連する基本施策 

((11))交交通通環環境境のの改改善善  
持続可能な公共交通網の形成を推進します 

2-1 都市計画・ 
公共交通 

快適な道路の整備を推進します 等 2-3 道路環境 
((22))財財政政のの健健全全化化  健全で持続可能な行財政運営を推進します 等 5-5 行財政運営 
((33))公公共共施施設設のの長長寿寿命命化化  公共施設の適切な保全を行います 5-6 資産管理 
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（印旛沼）

（工業団地）

（ユーカリが丘） （田園風景）

第５次佐倉市総合計画におけるＳＤＧｓの考え方 

国は、2015 年９月の国連サミットにおいて採択されたＳＤＧｓ（持続可能な開発目標）

の 17 の目標や 169 のターゲットに示される多様な項目の追求が、日本の各地域における

諸課題の解決に貢献し、地方創生を推進するものであるとしています。 

第５次佐倉市総合計画の推進を図ることにより、多くのＳＤＧｓの目標の達成に寄与し

ます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

佐倉市の位置 
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